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告 示 

 

三重県告示第 631 号 

卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）第 60 条及び三重県卸売市場条例（平成 12 年三重県条例第 20 号）第 21

条の規定により、地方卸売市場の廃止について、次のとおり許可しました。 

平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  許可年月日 

  平成 30 年 9 月 18 日 

2  開設者の名称 

  地方卸売市場株式会社津魚市場 

3  市場の名称 

  地方卸売市場株式会社津魚市場 

4  市場の位置 

  津市港町 17 番 30 号 

5  市場の廃止予定期日 

  平成 30 年 9 月 30 日 

6  取扱品目の部類 

  水産物部 

7  廃止の理由 

  買受人や株主の高齢化及び廃業により、経営が振るわないため 

 

三重県告示第 632 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  登録年月日及び登録番号 

平成 13 年 6 月 22 日 第 1 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

津安芸農業協同組合 代表理事理事長 落合 浩美 津市一色町 211 番地 

3  変更内容 

代表者の変更 

代表理事理事長 落合 浩美 

 

三重県告示第 633 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 14 年 7 月 17 日 第 5 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

有限会社 松阪米穀 代表取締役 堀口 茂男 松阪市清生町 638 番地の 2 

3  変更内容 
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農産物検査員の追加 

氏名 住所 農産物の種類 証明書番号 

内田 真人 ●●●●●●●● もみ、玄米 Ｋ2430433 

 

三重県告示第 634 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 14 年 7 月 19 日 第 7 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

多気郡農業協同組合 代表理事組合長 西井 正 多気郡明和町斎宮 1831 番地の 21 

3  変更内容 

農産物検査員の抹消 

氏名 住所 農産物の種類 証明書番号 

松平 大信 ●●●●●●●● もみ、玄米、小麦、大豆 Ｋ2429055 

 

三重県告示第 635 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

第 1 

1 道路の種類   一般国道 

2 路 線 名   306 号 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

鈴鹿市山本町字東野 13 番 18 地先 から 
鈴鹿市山本町字東野 13 番 2 地先 まで 

旧 10.39～37.30 96.90 

新 10.39～26.00 96.90 

第 2 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   磯部大王線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

志摩市阿児町甲賀字番屋 3577 番 1 地先 から 
志摩市阿児町甲賀字池田 3580 番 27 地先 まで 

旧 4.71～21.11 73.80 

新 9.13～21.11 73.80 

第 3 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   上野名張線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

名張市蔵持町原出 411 番 5 地先 から 
名張市蔵持町原出 400 番 1 地先 まで 

旧 15.00～19.51 89.80 

新 15.00～27.51 89.80 

 

三重県告示第 636 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 
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  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

一般国道 
25 号 

亀山市関町金場字岩谷 826 番 6 地先 から 
亀山市関町金場字岩谷 825 番 2 地先 まで 

平成 30 年 9 月 28 日 

一般国道 

306 号 
鈴鹿市山本町字下韮沢 40 番 9 地先 から 
鈴鹿市椿一宮町字西能褒野 1606 番 13 地先 まで 

平成 30 年 9 月 28 日 

一般国道 
422 号 

多気郡大台町御棟字兵衛谷口 19 番 9 地先内 平成 30 年 9 月 28 日 

県道 

館町通線 

伊勢市楠部町字東郷乙 725 番 4 地先 から 

伊勢市楠部町字東郷乙 729 番 1 地先 まで 
平成 30 年 9 月 28 日 

 

三重県告示第 637 号 

  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第 3 条第 1 項の規定により、次の土

地を急傾斜地崩壊危険区域に指定します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部防災砂防課、三重県鈴鹿建設事務所及び亀山市役所に備え置いて、告示

の日から 30 日間縦覧に供します。 

    平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   急傾斜地崩壊危険区域の名称 

    岩森地区急傾斜地崩壊危険区域（追加） 

2   区域の所在地 

    亀山市太森町 

3   区域の土地の表示 

    亀山市太森町字高頭 265 番の一部、266 番の一部及び 266 番 1 の一部の土地並びに字泓 693 番の一部及び

694 番の一部の土地並びにこれらに介在する公有地 

 

 

 

 

 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就

任の届出がありました。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

 名張市土地改良区（名張市夏見 2812 番地） 

退任理事 

 名張市東田原 537 番地 山 下 松 一 

  〃 箕曲中村 1081 番地 森 嶋 壽 二 

就任理事 

名張市東田原 554 番地 雪 岡 清 隆 

 〃 箕曲中村 977 番地  本 善 孝 

 

 平成 30 年度前期技能検定 1 級、2 級、3 級（金属熱処理）及び単一等級に合格した者は、次のとおりです。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 「次」は省略し、合格者の受検番号を三重県職業能力開発協会（津市栄町 1 丁目 954 番地 三重県栄町庁舎 4

階）に備え置いて縦覧に供します。 

 

公 告 
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 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、四

日市市から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項

の規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  都市計画の種類及び名称 

  四日市都市計画用途地域 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、木

曽岬町から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項

の規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  都市計画の種類及び名称 

  桑名都市計画地区計画 

   木曽岬干拓北部地区地区計画 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第 1 項第 4 号の規定により、次のとおり道路を指定しました。 

 なお、関係図書は、三重県四日市建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

   平成 30 年 9 月 28 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

指 定 
年 月 日 

申  請  者 

道路の位置 

道路幅員及び延長 

氏   名 住  所 
道 路 

番 号 

幅 員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 

 
 

平成 30 年 

9 月 18 日 亀山市長 櫻井 義之 亀山市本丸町 577 

亀山市御幸町字貝

戸部 231-80 ほか
15 筆ほか 

御幸 

7 号 
 
 

御幸 
8 号 

5.70 
～ 

8.20 

 
6.00 
～

17.00 

40.66 

 
 
 

87.50 
 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

平成 30 年 9 月 28 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

平成 30 年 
9 月 6 日 

亀山市本町 3 丁目 800 ほか 2 筆 
四日市市諏訪町 13-13 
株式会社シーエス 

代表取締役 稲 垣  修 

平成 30 年 

9 月 7 日 
松阪市佐久米町字大町 335-1 ほか 1 筆 

津市久居野村町 372-180 ジャパンマリンユナ
イテッド久居社宅Ｆ202 号室 
野 林 拓 朗 

平成 30 年 

9 月 11 日 
員弁郡東員町大字鳥取字大華表 424-3 ほか 2 筆 

桑名市松ノ木 5 丁目 15-3 

加 藤  昇 

平成 30 年 

9 月 12 日 
伊勢市御薗町高向字置土 889-1 ほか 1 筆 

伊勢市曽祢 2 丁目 11-8 
株式会社ナカムラ工務店 
代表取締役 中 村 博 光 
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平成 30 年 

9 月 12 日 
三重郡朝日町大字縄生字南谷 2265 ほか 6 筆 

鈴鹿市桜島町 7 丁目 16-3 
株式会社第一不動産販売 
代表取締役 安 田 武 史 

平成 30 年 
9 月 14 日 

いなべ市大安町石榑東字北野 1852 ほか 2 筆 

石川県白山市松本町 2512 

株式会社クスリのアオキ 
代表取締役社長 青 木 宏 憲 

 

 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

7 年三重県規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  平成 30 年 9 月 28 日 

三重県教育委員会教育長  廣  田  恵  子 

1 特 定 役 務 の 名 称    平成 30 年度三重県立学校ＰＣＢ廃棄物処理業務委託 

2 

 

担 当 部 局    三重県津市広明町 13 番地 

   三重県教育委員会事務局 学校経理・施設課 

3 契約の相手方を決定した日    平成 30 年 8 月 10 日 

4 

 

契 約 の 相 手 方    福岡県北九州市若松区響町一丁目 62 番 24 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州ＰＣＢ処理事業所長 安井仁司 

5 契 約 金 額    208,673,527 円（消費税及び地方消費税含む） 

6 決 定 手 続    随意契約 

7 

 

随 意 契 約 の 理 由    地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成 7 年政令第 372 号）第 11 条第 1 項第 1 号に該当 

 

正 誤 

 平成 30 年 7 月 13 日付け三重県公報第 3022 号に登載しました、保安林の指定施業要件を変更する予定である

旨の通知の告示中 

  ページ    行     誤           正         

   3   下から 13  伊賀市  伊賀市（次の図に示す部分に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定調達公告 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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